
議
第
七
十
一
号 

 　
　
　

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て 

 　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
別
紙
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
。 

 　
　

令
和
八
年
五
月
八
日
提
出 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

　
　

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　
　

 



 
別
紙

岐
阜
県
条
例
第
二
十
号 

 
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 　

岐
阜
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

第
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
の
環
境
性
能
割
又
は
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
の

種
別
割
」
を
削
る
。 

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
種
別
割
額
」
を

「
自
動
車
税
額
」
に
改
め
る
。 

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
、
県
た
ば
こ
税
及
び
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
を
「
及
び
県
た
ば
こ
税
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
（
第
四
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。 

　

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
十
万
円
」
を
「
十
六
万
円
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
二
十
三
万

円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
三
十
四
万
円
」
に
改
め
る
。 

　

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
百
四
十
五
条
」
に
、
「
当
該
自
動
車
の
取
得
者
に

環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
つ
て
」
を
「
そ
の
所
有
者
に
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
、
第
一
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、

 

同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
」
及
び
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自

動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

 

「
自
動
車
の
取
得
者
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

　

第
七
十
二
条
の
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車

税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
道
路
運
送
車
両
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
」
を

 

加
え
る
。

　

第
七
十
二
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
並
び
に
第
七
十
二
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別

 

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

 

　

第
七
十
二
条
の
七
か
ら
第
七
十
二
条
の
十
七
ま
で
を
削
る
。

　

第
七
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
種
別

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
「
は
、
同
項
」
の
下
に
「
（
第
二
号
又
は
第
五
号
ロ
⑴
に
係
る
部
分
に
限

 

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

 

　

第
七
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
賦
課

期
日
」
を
「
前
条
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
（
次
条
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
賦
課
期



 
日
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
七
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
五
条
に
規
定
す

る
種
別
割
の
賦
課
期
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
賦
課
期
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
賦
課
期

日
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
種
別

 

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
規

登
録
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
次
条
及
び
第
八
十
条
第
一
項
に
お
い
て

「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
種
別
割
額
」
を
「
自
動
車
税

額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
額
」
を
「
自
動
車
税
額
」
に
、
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に

 

改
め
る
。

　

第
七
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
当
該
登
録
」
を
「
当
該
新

規
登
録
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
九
条
の
十
六
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

　

第
八
十
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車

税
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
種
別

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
第
二
項
」
に
改

 

め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自

 

動
車
税
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
五
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
額
」
を
「
自
動

 

車
税
額
」
に
、
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自

動
車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
医
療
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
身
体
障
害
者
等
」
を
「
身
体
障
害
者
（
身
体
に
障
害
を
有
す
る
者
の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
精
神
障
害
者
（
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者

の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
精
神
障
害
者
」
の
下
に
「
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
前
四
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改

め
、
「
運
転
免
許
証
」
の
下
に
「
（
道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
を
い
う
。
）
」
を
、
「
又

は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
（
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
四
項
の
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
特
定
免
許
情
報
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

　

附
則
第
三
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。



　

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
令
和
九
年
度
」
を
「
令
和
十
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
五
条
の
四

 

の
二
第
一
項
」
を
削
る
。

 

　

附
則
第
六
条
の
三
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七

項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」

に
、
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和

十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

　

診
療
所
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

17
開
設
者
又
は
管
理
者
が
同
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
施
行
令
附
則
第
七

条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
診
療
所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る

も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定

に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
不
動
産
の
価
格

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。 

　

附
則
第
九
条
の
三
第
四
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

　

附
則
第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
令
和
八
年
度
」
を
「
令
和
十
一
年
度
」
に
改
め
、
「
い
う
。
次
項
」
の
下
に

「
及
び
附
則
第
二
十
一
条
の
三
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
八
年
度
」
を
「
令
和
十
一
年
度
」
に
改
め

 

る
。

 

　

附
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
同
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
二
条
の
四
第
九
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
八
第

 

一
項
」
に
改
め
る
。

 

　

附
則
第
十
二
条
の
五
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

　

附
則
第
十
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附

則
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
条
第
二
項
」
に
、
「
附
則
第
五
条
第
二
項
」

を
「
附
則
第
五
条
第
三
項
」
に
、
「
で
同
条
第
一
項
」
を
「
で
同
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
五
項
」
を

「
附
則
第
五
条
第
四
項
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
六
項
」
を
「
附
則
第
五
条
第
五
項
」
に
、
「
次
項
第
三
号
」
を

 

「
第
一
号
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を

い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
（
電
力
併
用
自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部

か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次

号
、
次
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
同
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定



す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も

の　

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

　

二　

軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動

車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外

の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の　

初
回
新
規
登
録
を
受

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

　

附
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
二
条

の
八
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
を
「
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公

（ⅰ）

害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
各
号
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
」
の
下
に
「
同
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
」
を

加
え
、
「
第
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二

項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（
電
力
併
用
自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電

気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い

 

う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
に
対
す
る
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登

録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

　

一　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い

う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度

以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て



「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も
の
で
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の 

　

二　

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施

行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
九
項

に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和

二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の 

　

三　

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十

一
項
に
規
定
す
る
も
の
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
二
項
に

規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の

も
の
で
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の 

　

附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
第
二
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、

「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

　

附
則
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

　

附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
損
壊
し
た
家
屋
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
損
壊
し
た
家
屋
（
福
島
県
の

区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
」
に
、
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
」
を
「
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
災

家
屋
」
を
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
」
に
改
め
、
「
土
地
（
」
の
下
に
「
福
島
県

の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
」
を
加
え
、
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
除
く
」
の
下
に

「
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
避
難
指
示
区
域
」
と
い
う
」
を
加
え
、
「
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
」
を
「
附
則

第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項
」
を

「
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
所
在
し
て
い
た
農
用

地
」
の
下
に
「
（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
用
地
を
い
う
。
）
」
を
加

え
、
「
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
七
項
中
「
附
則
第
五
十
一
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と

 

す
る
。

 

　

附
則
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
） 



第
二
十
三
条　

法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
自
動
車
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
施
行
令
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
は
、
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
の

自
動
車
で
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

　

一　

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
る
間
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の 

　

二　

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自

動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の 

　
　

イ　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車　

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示

が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
（
次
号
イ

に
お
い
て
「
引
取
業
者
」
と
い
う
。
）
に
引
き
渡
し
た
も
の 

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車　

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示

が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

　

三　

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
外

に
移
動
さ
せ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ

る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の 

　
　

イ　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動

車　

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
も
の 

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車　

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の

又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

附
則
中
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
七
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
八
条
を
第

二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、

令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に



つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４　

新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
取
得
が
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
家
屋
（
福

島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
屋
（
」
と
す
る
。 

５　

新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
が
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
土
地
（
福
島
県

の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
土
地
（
」
と
す
る
。 

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

６　

施
行
日
前
に
岐
阜
県
税
条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引
取
り
、
同

条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第

五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く

は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
条
例
第
七
十
一
条
の
二
第

六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

７　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用

す
る
。 

８　

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

９　

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」

と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
十
五
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
十
六
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
旧
条
例
第
七
十
二
条
の

十
五
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
十
六
第
二
項
又
は
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

10　

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
条
例
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

11
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る

徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

12
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十



五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
十
八
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
は
新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車

等
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
と
、
同
号
の
規
定
に

よ
る
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
（
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
総
務
大
臣
が
二
十
八
年
旧
法
附
則

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
に
あ
っ
て
は
、
平

成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
）
は
新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指

定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。 

　

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七

13
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

　

第
一
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
百
四
十

五
条
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

　

第
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

　

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税

義
務
発
生
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削

り
、
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

　

第
四
条
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
自
動
車
税
種
別

割
納
税
義
務
発
生
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告
書
」
に
、
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
消

滅
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
義
務
消
滅
申
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
申
告
事

項
異
動
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
申
告
事
項
異
動
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
自
動
車
税
種
別
割
還
付

請
求
書
」
を
「
自
動
車
税
過
誤
納
金
還
付
請
求
書
」
に
改
め
る
。 

　

別
記
第
一
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
証
紙

」
を
「自

動
車
税
証
紙

」
に
、
「Au

to
m
o
b
i
l
e
 
T
a
x

（Ca
t
e

g
o
r
y
 B
a
s
e

） 
S
t
a
m
p

」
を
「A

u
t
o
m
o
b
i
l
e
 T
a
x
 
S
t
a
m
p

」
に
改
め
る
。 

　

別
記
第
三
号
様
式
中
「自
動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告

書

」
に
、
「R

e
po
r
t
 
o
n
 
A
c
q
u
i
s
it
i
o
n
 
o
f
 
A
u
t
o
m
ob
i
l
e
 
T
a
x

（C
a
t
e
go
ry
 
B
a
s
e

） 
P
a
ym

en
t
 
O
b
l
i
g
a
t
i
o

n

」
を
「R

e
p
o
r
t
 
o
n
 
Ac

qu
i
s
i
t
i
o
n
 
o
f
 A

ut
o
m
o
b
i
l
e
 
T
a
x
 
P
ay
m
e
n
t
 
O
b
l
i
g
a
t
io
n

」
に
改
め
る
。 

　

別
記
第
四
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
消
滅
申
告
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
義
務
消
滅
申
告

書

」
に
、
「R

e
p
o
r
t
 
o
n
 
E
x
t
i
n
c
t
i
o
n
 
o
f
 
A
u
t
o
m
o
b
i
l
e
 
T
a
x

（C
a
t
e
g
o
r
y
 
B
a
s
e

） 
P
a
y
m
e
n
t
 
O
b
l
i
g
a
t
i
o

n

」
を
「R

e
p
o
r
t
 
o
n
 
Ex

ti
n
c
t
i
o
n
 
o
f
 
Au
t
o
m
o
b
i
l
e
 
T
a
x
 
Pa

ym
e
n
t
 
O
b
l
i
g
a
ti
on

」
に
改
め
る
。 

　

別
記
第
五
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
申
告
事
項
異
動
申
告
書

」
を
「自

動
車
税
申
告
事
項
異
動
申
告



書

」
に
、
「R

e
p
o
r
t
 
o
n
 
C
h
an
g
e
s
 
i
n
 
P
r
e
v
i
o
us
l
y
 
R
e
p
o
r
t
e
d
 
ma
t
t
e
r
s
 
f
o
r
 
A
u
t
om
o
b
i
l
e
 
T
a
x

（C
at
eg

o
r
y
 
B
a
s
e

）
」
を
「R

e
p
o
r
t
 
o
n
 
C
h
a
n
g
e
s
 
i
n
 
P
r
e
v
i
o
u
s
l
y
 
R
e
p
o
r
t
e
d
 
m
a
t
t
e
r
s
 
f
o
r
 
A
u
t
o
m
o
b
i
l
e
 
T
a

x

」
に
改
め
る
。 

　

別
記
第
六
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
過
誤
納
金
還
付
請
求
書

」
を
「自

動
車
税
過
誤
納
金
還
付
請
求

書

」
に
、
「A

p
p
l
i
ca

ti
o
n
 
f
o
r
 
R
e
i
m
b
ur
s
e
m
e
n
t
 
o
f
 
M
i
s
ta
k
e
n
l
y
 
O
v
e
r
p
a
id
 
A
u
t
o
m
o
b
i
l
e
 
T
ax

（C
a
t
e
g

o
r
y
 
B
a
s
e

）
」
を
「A

p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
R
e
i
m
b
u
r
s
e
m
e
n
t
 
o
f
 
M
i
s
t
a
k
e
n
l
y
 
O
v
e
r
p
a
i
d
 
A
u
t
o
m
o
b
i
l
e
 
T
a

x

」
に
改
め
る
。 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
） 

　

前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の

14
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年

度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五

15
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

　

施
行
日
前
に
お
い
て
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
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す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
無
償
で
譲
り
受
け
た
場
合
に
お

け
る
当
該
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

（
岐
阜
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

岐
阜
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
岐
阜
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

17
正
す
る
。 

　
　

附
則
第
一
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

　
　

附
則
中
第
九
項
及
び
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
九
項
と
す
る
。 


